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北海道の養鶏場で高病原性 

鳥インフルエンザを疑う事例発生！ 
 【概要】  

 平成28年12月16日、北海道上川郡清水町の養鶏場
（飼養羽数：採卵鶏 21万羽）において、死亡鶏が増加し
たことから家畜保健衛生所へ通報があり、簡易検査を
実施したところ、A型インフルエンザ陽性を確認。 
 現在、確定検査実施中。 
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◎防鳥ネットや鶏舎壁面の破損、隙間等は、見つ
け次第速やかに補修・修繕しましょう。 

◎死亡率の急激な上昇や、鳥インフルエンザを疑う
ような症状を発見した場合は、速やかに家畜保健
衛生所へ通報してください。  

 11月以降、国内において死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザ 
ウイルス（H5N6亜型）が検出される事例が多数確認されており、近隣
では茨城県水戸市でコブハクチョウ等から検出されています。 
 また、韓国では12月15日現在、157件の家きん農場で発生が確認さ
れ、278農場で1200万羽以上が殺処分されています。 
 農場への鳥インフルエンザ侵入リスクが一層高まっています。本病
への更なる警戒をお願いします！！ 


